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行政文書公開請求拒否処分に関する不服申立てについて（答申） 

 

平成 19 年 11 月 28 日付けで諮問された特定の県立高校に係る

文 書 一 部 非 公 開 の 件 （ 諮 問 第 ４ １ ９ 号 ） 及 び 特 定 の 県 立 高 校 に 係

る文書不存在の件（諮問第４１８号）並び に 11 月 30 日付けで諮

問 さ れ た 特 定 の 県 立 高 校 に 係 る 文 書 一 部 非 公 開 の 件 （ 諮 問 第 

４ ２ ２ 号 ） 及 び 特 定 の 県 立 高 校 に 係 る 文 書 不 存 在 の 件 （ 諮 問 第 

４ ２ ０ 号 、 第 ４ ２ １ 号 及 び 第 ４ ２ ３ 号 ～ 第 ４ ２ ６ 号 ） に つ い て 、

次のとおり答申します。  



１ 審査会の結論 

（１）別表１の対象文書欄に記載の行政文書のうち、特定の県立高校の新聞購読

代に係る執行伺票、支出命令票及び請求書に記載された、特定の法人に係る

振込先口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人の名

称は、公開すべきである。 

（２）実施機関が、別表２の対象文書欄に記載の行政文書は存在しないとして、

公開を拒んだことは、妥当である。 

 

２ 不服申立人の主張要旨 

（１）不服申立ての趣旨 

不服申立ての趣旨は、神奈川県教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）が、別表１の決定年月日欄に記載の各日付けで、同表の対象文書欄に

記載の各行政文書（以下「本件非公開文書」という。）を一部非公開とした

処分（以下「本件非公開処分」という。）及び別表２の決定年月日欄に記載

の各日付けで、同表の対象文書欄に記載の各行政文書（以下「本件請求対象

文書」という。）は存在しないとして、公開を拒んだ処分（以下「本件不存

在処分」という。）の取消しを求める、というものである。 

（２）不服申立ての理由 

不服申立人の主張を総合すると、次のとおりである。 

ア 本件非公開処分について 

（ア）諮問第４１９号については、特定の県立高校（以下「本件高校」とい

う。）の新聞購読代に係る文書のみ公開されたが、書籍購入に係る文書

の公開を求める。 

（イ）諮問第４２２号については、公開された文書では不十分であり、本件

高校の校長（以下「本件校長」という。）が出張を命じた者の人数が明

確になる文書の公開を求める。 

イ 本件不存在処分について 

（ア）各諮問案件に係る特定の状況（以下「本件状況」という。）は、職員

の懲戒又は分限に係る重要な事故であり、明文化された行政文書が作成

されなければならない。 
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（イ）本件請求対象文書が存在しないことは、不合理である。 

（ウ）本件不存在処分後に作成したものでもよいので、公開を求める。 

 

３ 実施機関（県立高等学校）の説明要旨 

実施機関の説明を総合すると、次のとおりである。 

（１）本件非公開文書について 

ア 諮問第４１９号に係る本件非公開文書（以下「４１９号文書」とい

う。）について 

４１９号文書のうち、本件高校の新聞購読代に係る執行伺票、支出命令

票及び請求書に記載された、特定の法人（以下「本件法人」という。）に

係る振込先口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義

人の名称（以下「本件振込先情報」と総称する。）については、神奈川県

情報公開条例（以下「条例」という。）第５条第２号該当により、非公開

とした。 

また、不服申立人は、書籍購入に係る文書の公開を求める旨主張してい

るが、書籍購入に係る文書は、別表１の非公開理由欄に記載の理由により

存在しない。 

イ 諮問第４２２号に係る本件非公開文書（以下「４２２号文書」とい

う。）について 

４２２号文書のうち、本件高校の吹奏楽部が行った演奏会（以下「本件

演奏会」という。）の開催要項に記載された生徒の氏名並びに本件演奏会

の招待者名簿に記載された来賓者の氏名及び役職（以下「本件氏名等」と

総称する。）については、条例第５条第１号該当により、非公開とした。 

（２）本件請求対象文書の存否について 

実施機関は、本件請求対象文書について、別表２の非公開理由欄に記載の

理由により、文書不存在による公開拒否決定を行った。 

 

４ 審査会の判断理由 

（１）審査会における審査方法 

当審査会は、本答申に係る別表１及び２に記載の９件の諮問案件について、
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本件非公開文書及び本件請求対象文書の内容、本件非公開処分及び本件不存

在処分の内容並びに不服申立ての理由等の類似性を踏まえ、併合して調査審

議した。 

（２）本件非公開文書について 

ア 条例第５条第１号該当性について 

条例第５条第１号は、情報公開請求権の尊重と個人に関する情報の保護

という二つの異なった側面からの要請を調整しながら、個人を尊重する観

点から、個人に関する情報を原則的に非公開とすることを規定している。 

（ア）条例第５条第１号本文該当性について 

条例第５条第１号本文は、「個人に関する情報であって、特定の個人

が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別すること

はできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれが

あるもの」（以下「個人情報」という。）を非公開とすることができる

と規定している。 

したがって、同号本文は、明白にプライバシーと思われる個人情報は

もとより、プライバシーであるかどうか不明確であるものも含めて非公

開とすることを明文をもって定めたものと解される。 

（イ）４２２号文書のうち、実施機関が非公開とした本件氏名等は、個人に

関する情報であり、特定の個人が識別される情報であると認められるこ

とから、条例第５条第１号本文に該当すると判断する。 

イ 条例第５条第１号ただし書該当性について 

（ア）条例第５条第１号ただし書は、個人情報であっても、同号ただし書ア

からエまでに該当するものは公開すると規定している。 

（イ）本件氏名等は、「法令又は条例の規定により何人にも閲覧、縦覧等又

は謄本、抄本等の交付が認められている情報」、「慣行として公にされ、

又は公にすることが予定されている情報」、「公務員等の職務の遂行に

関する情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情

報」又は「人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開

することが必要であると認められる情報」とは認められないので、条例

第５条第１号ただし書アからエまでのいずれにも該当しないと判断する。 
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ウ 条例第５条第２号該当性について 

（ア）条例第５条第２号本文は、「法人その他の団体に関する情報又は事業

を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該

法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあるもの」は非公開とすることができると規定している。 

（イ）４１９号文書のうち、実施機関が非公開とした本件振込先情報は、本

件法人の取引先金融機関における口座に関する情報であることから、法

人に関する情報であると認められる。 

しかしながら、法人の取引先金融機関における口座に関する情報は、

知らせるべき相手を限定して管理をしていると認められない場合には、

これを公開することにより、当該法人の正当な利益を害するおそれはな

いものと考えられる。 

（ウ）本件法人は、新聞販売を行う業者であることから、不特定多数の者が

新規にその顧客となり得るのが通例であり、また、本件法人が、本件振

込先情報を知らせるべき相手を限定して管理をしているといった特段の

事情は認められない。 

したがって、本件振込先情報は、条例第５条第２号に該当しないと判

断する。 

エ 本件非公開文書に係る不服申立人の主張について 

（ア）不服申立人は、諮問第４１９号については、本件高校の新聞購読代に

係る文書のみ公開されたが、書籍購入に係る文書の公開を求める旨主張

している。 

一方、実施機関は、書籍購入に係る文書は別表１の非公開理由欄に記

載の理由により存在しないと説明しており、この説明に反する特段の事

情は認められないことから、書籍購入に係る文書は存在しないとの実施

機関の説明は、納得できる。 

（イ）不服申立人は、諮問第４２２号については、４２２号文書では不十分

であり、本件演奏会に際し本件校長が出張を命じた者の人数が明確にな

る文書の公開を求める旨主張している。 

当審査会が確認したところ、諮問第４２２号に係る行政文書公開請求
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書の「公開請求に係る行政文書の内容」欄には、本件演奏会に際して出

張を命じた職員の名簿という趣旨の記載がされており、また、４２２号

文書には、本件演奏会に参加した職員の氏名が記載されている。 

したがって、実施機関が、諮問第４２２号に係る公開請求の対象文書

として４２２号文書を特定したことは、納得できる。 

（３）本件請求対象文書の存否について 

ア 本件請求対象文書は多岐にわたるが、本件不存在処分に係る不服申立人

の主張は、本件状況は職員の懲戒又は分限に係る重要な事故であり、明

文化された行政文書が作成されなければならないという点又は本件請求

対象文書が存在しないことは不合理であるという点で共通している。 

一方、実施機関は、別表２の非公開理由欄に記載の理由により、本件請

求対象文書は存在しないと説明している。 

イ 何らかの特定の状況を事故と認定するか否かは、教育委員会が判断する

ものであると考える。本件状況については、事故と認定していないことか

ら、本件請求対象文書を作成していないとの実施機関の説明に不合理な点

は認められない。 

また、実施機関は、本件請求対象文書は別表２の非公開理由欄に記載の

理由により存在しないと説明しており、この説明に反する特段の事情は認

められないことから、本件請求対象文書は存在しないとの実施機関の説明

は、納得できる。 

（４）その他 

不服申立人は、本件不存在処分後に作成したものでもよいので公開を求め

る旨主張している。しかし、情報公開制度の趣旨にかんがみると、行政文書

が存在するか否かは公開請求された時点で判断すべきであり、また、本件請

求対象文書については、公開請求された時点で対象文書が存在しなかったこ

とに関する実施機関の説明は納得できることから、前記２（２）イ（ウ）の

不服申立人の主張は採ることができない。 

 

５ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 



別表１

諮問
番号

件　　　　名 請求年月日 対象文書（概要） 決定年月日 非公開理由 不服申立て年月日
（異議申立書記載年月日）

419
特定の県立高校に係
る文書一部非公開の
件（その２）

平成19年7月17日
校長室に保管されている新聞・書籍に関する予算執
行状況

平成19年8月17日

校長としては、請求者から公開請求で求められている件につい
て、県費で購入している新聞について、その執行状況がわかる
文書を一部公開したが、県費・図書費で購入した書籍は全くな
く、また図書費で購入している新聞もない。したがって、文書
一部公開とした。

平成19年10月22日

422
特定の県立高校に係
る文書一部非公開の
件（その３）

平成19年7月17日
特定時期に行われた吹奏学部発表会の開催要項・招
待者名簿

平成19年8月17日

校長としては、出張した職員の旅費請求簿について公開できな
い部分は、公務員の職務に関わる情報ではあるが、当該職員個
人の私的な情報というべきであり、公務員の職及び当該職務遂
行の内容に関わる情報でないことから非公開と判断した。また
招待者名簿について公開できない部分は、個人に関する情報
で、個人の権利・利益を害するおそれがあることから非公開と
判断した。したがって、文書一部公開とした。

平成19年10月22日

別表２

諮問
番号

件　　　　名 請求年月日 対象文書（概要） 決定年月日 非公開理由 不服申立て年月日
（異議申立書記載年月日）

418
特定の県立高校に係
る文書不存在の件
（その２１）

平成19年7月17日
特定日に告発した一教員の服務規律違反に関する事
故報告書、メモ、指導記録等及び特定告発の件に関
する文書

平成19年8月17日

校長としては、請求者から公開請求で求められている件につい
て、現時点では事故と判断できるだけの要件に乏しく、教職員
課には昨年５月30日、６月１日付けの「メモ」及び７月６日付
けの「経過報告書」として提出した。また平成17年度の案件に
ついても既に「経過報告書」を提出している。またそれらの文
書については。すでに請求者に一部公開している。したがっ
て、文書不存在による公開拒否とした。

平成19年10月15日

420
特定の県立高校に係
る文書不存在の件
（その２２）

平成19年9月13日 特定月に廃棄した楽器類の廃棄確認書類 平成19年9月27日

校長としては、請求者から公開請求で求められている件につい
て、当該の廃棄楽器が県費で購入したものではないため、備品
台帳等にその記載がなく、情報公開請求収受時点において、廃
棄を確認する書類は存在しなかった。したがって、文書不存在
による公開拒否とした。

平成19年10月22日

421
特定の県立高校に係
る文書不存在の件
（その２３）

平成19年9月14日
特定の演奏会が開催された県立施設の施設使用料減
免申請書及び減免決定通知書並びに施設使用時間帯
が明確になった書類

平成19年9月27日

本演奏会は教育局総務課が主催したものであり、体育センター
施設使用に関する施設利用承認書(施設利用時間帯も明示され
ている）を別途請求者に公開している。また施設利用手続きの
コンピュータ化に伴い、施設使用及び減免申請書は紙としては
存在しない旨を、すでに校長としては請求者に説明している。
したがって、文書不存在による公開拒否とした。

平成19年10月22日

423
特定の県立高校に係
る文書不存在の件
（その２４）

平成19年9月28日
教員による不適切事案について、校長が教育委員会
に修正ないし出し直した報告書等及び保護者説明会
の予定等を明らかにした書面

平成19年10月9日

校長としては、請求者から公開請求で求められている件につい
て、すでに平成17年度の時点で教育委員会への報告や当該教諭
への指導を終えており、修正ないし出し直した報告書等は作成
していない。またこれに係る保護者説明会を現段階で開く予定
もない。したがって、文書不存在による公開拒否とした。

平成19年10月22日



424
特定の県立高校に係
る文書不存在の件
（その２５）

平成19年9月28日
教員が勤務時間中に勤務と関係のないサイトを見て
いた件に関する校長の指導記録及び教育委員会への
提出文書

平成19年10月9日

校長としては、請求者から公開請求で求められている件につい
て、平成16年度ごろの当該教諭による行為を不適切なものとし
て昨年７月、口頭で注意を与えたので、あらためて作成・提出
した文書は存在しない。したがって、文書不存在による公開拒
否とした。

平成19年10月22日

425
特定の県立高校に係
る文書不存在の件
（その２６）

平成19年10月17日
特定の物品に関して教育委員会に提出した事故報告
書もしくはてん末書及びテープ等

平成19年10月19日

校長としては、請求者から公開請求で求められている件につい
て、校長が教育的見地から校内での設置・運用を認めているも
のであり、事故と判断しておらず、提出文書等も作成していな
い。したがって、文書不存在による公開拒否とした。

平成19年10月23日

426
特定の県立高校に係
る文書不存在の件
（その２７）

平成19年9月28日
時間外手当を支払わない理由及び交渉・手続きの遅
延を行っている理由

平成19年10月9日

校長としては、請求者から公開請求で求められている件及びそ
の関連について、事実確認等調査をしており、情報公開請求収
受時点においても手続きは継続中である。したがって、文書不
存在による公開拒否とした。

平成19年10月27日



別  紙 

 

          審 査 会 の 処 理 経 過 

 

年  月  日 処    理    内    容 

平成19年12月４日 ○ 諮問受理 

         12月12日 ○ 実施機関に非公開等理由説明書の提出を要求 

平成20年１月15日 

（第71回部会） 
○ 審議 

１月16日 ○ 実施機関から非公開等理由説明書を受理 

         １月22日 ○ 不服申立人に非公開等理由説明書を送付 

         ２月５日 

（第72回部会） 
○ 審議 

         ６月５日 

（第76回部会） 
○ 審議 

         ７月17日 

（第77回部会） 
○ 審議 



神奈川県情報公開審査会委員名簿 

 

 

氏    名 現      職 備   考 

金 子    正 史 同 志 社 大 学 教 授 会長職務代理者 

沢 藤    達 夫 弁 護 士 （ 横 浜 弁 護 士 会 ）  

鈴 木    敏 子 横 浜 国 立 大 学 教 授 部  会  員 

玉 巻    弘 光 東 海 大 学 教 授 部  会  員 

辻 山    栄 子 早 稲 田 大 学 教 授  

東    玲 子 弁 護 士 （ 横 浜 弁 護 士 会 ） 部  会  員 

堀 部    政 男 一 橋 大 学 名 誉 教 授 
会     長 

（部会長を兼ねる）

                （平成20年８月21日現在）（五十音順） 
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